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以下の３つの⼩分類を対象に、参考となる基準等（法律、施⾏令、施⾏規則、告⽰、通達、戦略、計画、⽅針、指針、ガイドライン、⼿引き、
等）を調査し、整理した。

２ー１︓省エネルギー性能の⾼い建築物の新築、建築物の省エネルギー改修
８ー３︓⽣態系に基づく適応や⽣態系を活⽤した防災・減災（ECO-DRR）等のグリーンインフラの整備
９ー１︓環境に配慮した製品を製造する事業等

作業内容と論点

グリーンリストの具体的な資⾦使途を例として試⾏的に情報収集・整理をし、検討を進めてはどうか

まずは優先的に整理を⾏うべき資⾦使途を特定し、整理できるとよいのではないか
• 基準が必要な資⾦使途を優先的に検討し、グリーン適格性を判断する際の閾値を整理できるとよいのではないか
• リスクや規模が⼤きい事業については、参照すべき法令等を積極的に記載してはどうか
• 特に⽣物多様性の分野などは統⼀された基準がない場合も多く、基準の有無や⾃社で設定すべき⽬標は何かなど整理が必要

基準の⾒せ⽅は⼯夫が必要ではないか
• 数値を掲載する際は努⼒⽬標か規制基準かが分かるような整理が必要
• ⽬標⽔準・グリーンの基準は変わることがあるため、特定の基準だけがメルクマールとして活⽤されないようにすることが必要
• 網羅的に整理せずとも、事例の紹介にとどめるだけでも参考になる

前回WGでのご意⾒

整理作業の⽅法と内容

（A）参考となる基準は法令のみを対象とするのか、補助⾦・⺠間認証なども含めるか
（B）参考となる数値基準がないものをどのように扱うか

（数値基準を優先的に扱っているが、数値基準がないものは、定性的な基準として参考となる法令等を含めるか）
（C）参考となる数値基準が多数ある／値に幅がある場合（トップランナー基準、最低基準等）、どのように記載するか

整理にあたっての論点



２ー１省エネルギー性能の⾼い建築物の新築、
建築物の省エネルギー改修の例（1/２）

ネガティブな環境効果の例環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例⼩分類

●⼯事に伴う騒⾳、振動、光害など周辺への悪影響、
アスベスト等の有害廃棄物の⾶散

●交換前の機器や設備の不適正処理による悪影響

●通信技術等の運⽤時を含むライフサイクル全体に
おけるエネルギー使⽤量の増加 等

その他、事業内容等により環境⾯からのネガティブ
な効果や⻑期的な⽬標との明らかな不整合が⽣じ得
る場合は留意すること

●CO2 排出量の削減量（t-CO2）
※事業を実施しなかった場合に想定されるエネルギー
使⽤量（MJ 等）と事業実施後のエネルギー使⽤量の
差分として算出される削減量にCO2排出係数（t-
CO2/MJ 等）を乗じて算出

●エネルギー使⽤量の削減量（MJ 等）
※事業を実施しなかった場合に想定されるエネルギー
使⽤量（MJ 等）と、事業実施後のエネルギー使⽤量
（MJ 等）を⽐較して算出

●事業に係る建築物に関し取得したBELS、ZEH、ZEB
等の環境認証の種類と評価

●導⼊した省エネルギー設備（例︓LED照明や⾼効率
冷凍空調機器、ヒートポン プ機器、⾼効率ボイラー）
や省エネルギー製品の数

2-1 事務所、⼯場、住宅、デー
タセンター等について、省エネ
ルギー性能の⾼い建築物の新築
⼜は改修を⾏う事業 ※BELS、
ZEH（ネット・ゼロ・エネル
ギー・ハウス）、ZEB（ネッ
ト・ゼロ・エネルギー・ビル）
等の環境認証取得やその他省エ
ネルギー性能の⾼い建築物の新
築⼜は改修（断熱改修含む）に
関わるもの

⼤分類 ⼤分類１ ⼤分類２ ⼤分類３ ⼤分類４ ⼤分類５ ⼤分類６ ⼤分類９⼤分類７ ⼤分類８ ⼤分類10

※グリーン適格性判断のための参考となる基準およびネガティブな環境効果に関する参考となる例は次⾴以降に⽰す。



グリーン適格性判断のための参考となる基準およびネガティブな環境効果に関する参考となる例
＜法令＞
●建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

※すべての新築住宅・新築⾮住宅に省エネ適合義務あり
※「規制措置基準値」と、それよりも厳しい「誘導措置基準値」、「トップランナー基準」がある。
※省エネ性能表⽰制度では、エネルギー消費量の削減率（エネルギー消費性能︔BEI）等による区分の基準あり

●都市の低炭素化の促進に関する法律
※低炭素建築物の認定基準あり

●住宅の品質確保の促進等に関する法律
※温熱環境・エネルギー消費量に関する性能表⽰に関する基準あり

＜審議会とりまとめ＞
●経済産業省資源エネルギー庁「ZEBロードマップフォローアップ委員会とりまとめ」（平成31年3⽉）

※ZEBの定量的な定義（判断基準）あり

＜指針・ガイドライン・⼿引き等＞
●⼀般社団法⼈ 住宅性能評価・表⽰協会「BELS 評価業務実施指針」
●国⼟交通省「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表⽰制度ガイドライン」
●住宅省エネ技術講習会資料作成委員会「⽊造⼾建住宅の仕様基準ガイドブック（省エネ基準編）」等

※いずれも法令で定められた基準あり

＜認証＞
●LEED認証 等

※認証の要件の中に、省エネに関する基準（例︓最低限求められるエネルギー性能）あり

＜補助⾦＞
●省エネルギー投資促進に向けた⽀援補助⾦ 等

※補助⾦の要件の中に、省エネに関する基準（例︓省エネ率＋⾮化⽯割合増加率）あり

２ー１省エネルギー性能の⾼い建築物の新築、
建築物の省エネルギー改修の例（２/２）

⼤分類 ⼤分類１ ⼤分類２ ⼤分類３ ⼤分類４ ⼤分類５ ⼤分類６ ⼤分類９⼤分類７ ⼤分類８ ⼤分類10

論点A︓
参考となる基準は法令のみを対象とするのか、
補助⾦・⺠間認証なども含めるか



２ー１省エネルギー性能の⾼い建築物の新築、
建築物の省エネルギー改修の例

⼤分類 ⼤分類１ ⼤分類２ ⼤分類３ ⼤分類４ ⼤分類５ ⼤分類６ ⼤分類９⼤分類７ ⼤分類８ ⼤分類10

（参考）「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」の例
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関して、参照する際の関係法令等は以下の通りとなる。

 法︓建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
 施⾏令︓建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施⾏令
 規則︓建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施⾏規則
 省令︓建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令
 告⽰︓

• 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施⾏令の規定により認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床⾯積のうち通常の建築物の床⾯積を超え
ることとなるものを定める件

• 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施⾏規則第四⼗条第⼆号の規定に基づき国⼟交通⼤⾂が定める者を定める件
• 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施⾏規則の規定に基づき登録適合性判定員講習の講義に⽤いる教材の内容として国⼟交通⼤⾂が定める事項を定める件
• 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施⾏令第三条第三号の規定に基づき居住者以外の者が主として利⽤していると認められるものを定める件
• 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施⾏令第六条第⼀項第⼆号の規定に基づき壁を有しないことその他の⾼い開放性を有するものを定める件
• 建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表⽰すべき事項及び表⽰の⽅法その他建築物のエネルギー消費性能の表⽰に際して販売事業者等が遵守すべき事項
• 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する基本的な⽅針
• 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施⾏規則第三⼗⼆条第⼀項第三号の規定に基づき国⼟交通⼤⾂が定めるものを定める件
• 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出⽅法等に係る事項
• 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防⽌に関する基準及び⼀次エネルギー消費量に関する基準
• 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防⽌に関する誘導基準及び⼀次エネルギー消費量に関する誘導基準
• 施⾏⽇以後認定申請建築物の⾮住宅部分のうち増築、改築⼜は修繕等をする部分の⼀次エネルギー消費量並びに住宅部分のうち増築、改築⼜は修繕等をする部分の外壁、

窓等を通じての熱の損失の防⽌及び⼀次エネルギー消費量に関する基準
• 地域の気候及び⾵⼟に応じた住宅であることにより同令第⼀条第⼀項第⼆号イに適合させることが困難であるものとして国⼟交通⼤⾂が定める基準
• 判定の業務の公正な実施に⽀障を及ぼすおそれがあるものとして国⼟交通⼤⾂が定める場合
• 評価の業務の公正な実施に⽀障を及ぼすおそれがあるものとして国⼟交通⼤⾂が定める場合



２ー１省エネルギー性能の⾼い建築物の新築、
建築物の省エネルギー改修の例

⼤分類 ⼤分類１ ⼤分類２ ⼤分類３ ⼤分類４ ⼤分類５ ⼤分類６ ⼤分類９⼤分類７ ⼤分類８ ⼤分類10

（参考）「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」における基準の例

本法律では、以下の通り基準がある
●住宅︓省エネ基準、誘導基準
●⾮住宅（規模/⽤途別）︓省エネ基準、誘導基準
●建売⼾建住宅、注⽂⼾建住宅、賃貸アパート、分譲マンションについてはトップランナー基準あり
●各基準には、外⽪性能の基準と⼀次エネルギー消費性能（BEI）の基準あり（⼀部区分はBEIのみ）
●その他、本法律に基づく法令で設定されている基準には、後述の結露防⽌対策の基準などもあるため、⼀部を以降で例⽰する。

論点C︓
参考となる数値基準が多数
ある／値に幅がある場合
（トップランナー基準、最
低基準等）、どのように記
載するか

出所︓国⼟交通省ホームページ 建築物省エネ法のページ 法令・制度、省エネ基準等 省エネ基準・誘導基準・トップランナー基準「概要資料」（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001390008.pdf）

住宅の基準
（2021年10⽉時点）︓



２ー１省エネルギー性能の⾼い建築物の新築、
建築物の省エネルギー改修の例

⼤分類 ⼤分類１ ⼤分類２ ⼤分類３ ⼤分類４ ⼤分類５ ⼤分類６ ⼤分類９⼤分類７ ⼤分類８ ⼤分類10

論点C︓
参考となる数値基準が多数ある／値に幅が
ある場合（トップランナー基準、最低基準
等）、どのように記載するか

出所︓国⼟交通省ホームページ 建築物省エネ法のページ 法令・制度、省エネ基準等 省エネ基準・誘導基準・トップランナー基準「概要資料」（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001390008.pdf）

（参考）「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」における基準の例

⾮住宅の基準（2021年10⽉時点）︓



２ー１省エネルギー性能の⾼い建築物の新築、
建築物の省エネルギー改修の例

⼤分類 ⼤分類１ ⼤分類２ ⼤分類３ ⼤分類４ ⼤分類５ ⼤分類６ ⼤分類９⼤分類７ ⼤分類８ ⼤分類10

本法律の改正において、住宅性能表⽰制度における省エネ性能に係る上位等級が創設された。
断熱性能の向上により結露発⽣リスクが⾼まるため、上位等級（等級６および７）の結露防⽌対策の基準が設定されている。

出所︓国⼟交通省ホームページ 建築物省エネ法のページ 法令・制度、省エネ基準等 「住宅性能表⽰制度における省エネ性能に係る上位等級の創設」（https://www.mlit.go.jp/common/001585664.pdf）

（参考）「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」における基準の例

論点C︓
参考となる数値基準
が多数ある／値に幅
がある場合（トップ
ランナー基準、最低
基準等）、どのよう
に記載するか



２ー１省エネルギー性能の⾼い建築物の新築、
建築物の省エネルギー改修の例

⼤分類 ⼤分類１ ⼤分類２ ⼤分類３ ⼤分類４ ⼤分類５ ⼤分類６ ⼤分類９⼤分類７ ⼤分類８ ⼤分類10

論点C︓
参考となる数値基準が多数あ
る／値に幅がある場合（トッ
プランナー基準、最低基準
等）、どのように記載するか

「住宅性能表⽰制度」に関する基準の例

出所︓国⼟交通省ホームページ 建築物省エネ法のページ 法令・制度、省エネ基準等 「住宅性能表⽰制度における省エネ性能に係る上位等級の創設」（https://www.mlit.go.jp/common/001585664.pdf）

（参考）「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」における基準の例



２ー１省エネルギー性能の⾼い建築物の新築、
建築物の省エネルギー改修の例

⼤分類 ⼤分類１ ⼤分類２ ⼤分類３ ⼤分類４ ⼤分類５ ⼤分類６ ⼤分類９⼤分類７ ⼤分類８ ⼤分類10

（参考）「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」等の法令における数値基準の評価⽅法
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の各法令における省エネ性能評価の分類（計算⽅法・仕様ツールの違い）は以下の通り。

出所︓国⼟交通省ホームページ 建築物省エネ法のページ 法令・制度、省エネ基準等 「計算⽅法・ツール等の⼀覧」（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/08.html#cont1）

※1︓共同住宅等の⼀次エネの算出にあたっては、住宅部分の設計⼀次ｴﾈ消費量、基準⼀次ｴﾈ消費量（⼜は誘導基準⼀次ｴﾈ消費量、特定建設⼯事業者基準⼀次ｴﾈ消費量）の算出において、共⽤部分（住宅部分のうち単位住⼾以外の部分をいう。）を評価しない⽅法が可能（2019.11施
⾏）。ただし、低炭素認定においては、共⽤部分の評価を必須化（2022.10施⾏)。※2︓共⽤部分を計算しない評価⽅法の場合のみ適⽤可能。低炭素認定においては共同住宅等の共⽤部が無い場合のみ適⽤可能。 ※3︓省エネ性能の確認は可能だが、再エネを含んだ評価について別途
標準計算で確認する必要。※4︓地⽅公共団体の条例において、⼀定規模以上の建築物に省エネ基準の必要な事項を附加している場合は、当該条例の定める建築物について対象になる。※5︓別途、結露防⽌対策の基準に適合することが必要。※6︓断熱等性能等級4⼜は外⽪が仕様基準
に適合することが必要。 ※7︓断熱等性能等級5⼜は外⽪が誘導仕様基準に適合することが必要。※8︓ZEH Oriented、ZEH-M Oriented（共⽤部分が無い場合）のみ使⽤可能

（2021年11⽉時点）



８ー３⽣態系に基づく適応や⽣態系を活⽤した防災・減災（ECO-DRR）
等のグリーンインフラの整備に関する事業等の例（１/２）

ネガティブな環境効果の例環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例⼩分類
●事業（⼯事段階、設備・施設の稼働段階含む）に
よる⾃然環境・⽣態系への悪影響など、他の環境要
素への悪影響 等

その他、事業内容等により環境⾯からのネガティブ
な効果や⻑期的な⽬標との明らかな不整合が⽣じ得
る場合は留意すること

●⽣態系の防災・減災機能が機能した場合としない場
合の想定被害額の⽐較

●斜⾯崩壊防⽌機能︓捕捉できる⼟砂量 等

8-3
⾃然⽣態系︓
⽣態系に基づく適応や⽣態系を
活⽤した防災・減災（ECO-
DRR）等のグリーンインフラの
整備に関する事業 等

⼤分類 ⼤分類１ ⼤分類２ ⼤分類３ ⼤分類４ ⼤分類５ ⼤分類６ ⼤分類９⼤分類７ ⼤分類８ ⼤分類10

※グリーン適格性判断のための参考となる基準およびネガティブな環境効果に関する参考となる例は次⾴以降に⽰す。



８ー３⽣態系に基づく適応や⽣態系を活⽤した防災・減災（ECO-DRR）
等のグリーンインフラの整備に関する事業等の例（２/２）

⼤分類 ⼤分類１ ⼤分類２ ⼤分類３ ⼤分類４ ⼤分類５ ⼤分類６ ⼤分類９⼤分類７ ⼤分類８ ⼤分類10

グリーン適格性判断のための参考となる基準およびネガティブな環境効果に関する参考となる例
＜法令＞
数値基準に関する法令なし

＜計画・戦略等＞
●国⼟交通省「グリーンインフラ推進戦略2023 」 等

※数値基準に関する情報はないが、基本的な考え⽅などの情報あり

＜指針・ガイドライン・⼿引き等＞
●環境省「持続可能な地域づくりのための⽣態系を活⽤した防災・減災(Eco-DRR)の⼿引き」
●国⼟交通省「緑の基本計画×グリーンインフラ ガイドライン（案）」
●国⼟交通省・農林⽔産省・環境省「グリーンインフラ⽀援制度集」
●国⼟交通省「グリーンインフラ実践ガイド」
●国⼟交通省 国⼟技術政策総合研究所「道路空間におけるグリーンインフラ実践ガイド」
●国⼟交通省 グリーンインフラ官⺠連携プラットフォーム 技術部会「グリーンインフラ評価の 考え⽅とその評価例」 等

※数値基準に関する情報はないが、基本的な考え⽅、評価⽅法などの情報あり

＜認証等＞
数値基準に関する認証等なし

論点B︓
参考となる数値基準がないものをどのように扱うか（数値基準を優先的に扱っているが、数値基準が
ないものは、定性的な基準として参考となる法令等を含めるか）



９ー１環境に配慮した製品を製造する事業等の例（1/２）

ネガティブな環境効果の例環境改善効果を算出する際の具体的な指標の例⼩分類

●⼤規模な⼟地造成に伴う⽣態系への悪影響

●ライフサイクル全体における温室効果ガス排出量
の増加

●製品の製造段階において使⽤される有害物質の漏
えい

●不適切なレアメタル等の⾦属の採掘・使⽤・廃棄
による環境への悪影響 等

その他、事業内容等により環境⾯からのネガティブ
な効果や⻑期的な⽬標との明らかな不整合が⽣じ得
る場合は留意すること

●製品１トン当たりのCO2 排出量の削減量（t-
CO2/t）
※製品１トン当たりのCO2 排出量を、事業実施前後で
⽐較して算出

●再⽣材や再⽣可能資源等の環境負荷低減効果のある
素材の利⽤量（t）や割合（％）

●原材料投⼊量の削減量（t）
※事業実施前後の原材料投⼊量（t）を⽐較して算出
●リユースされる製品について、製品寿命に達するま
での平均使⽤回数

●持続可能なサプライチェーンから調達されている原
材料の割合（％）

●エンドオブライフにおける⽣分解⼜はリサイクルの
割合（％）

●プラスチック容器包装がリユース可能、リサイクル
可能、堆肥化可能である割合（％）

●ツールやサービスにより回避できたCO2 排出量（t-
CO2）や廃棄物の量（t）

9-1 環境に配慮した製品を製造
する事業（環境配慮型製品やエ
コラベルや認証を取得した製品
等の開発及び導⼊、再⽣材や再
⽣可能資源等の環境負荷低減効
果のある素材による包装、循
環経済に関するツールやサービ
ス（環境負荷の低減につながる、
製品の適切な⻑期利⽤を促進す
るシェアリング、サブスクリプ
ション、リペア・メンテナンス
等）、当該製品製造に供する⼯
場・事業場の建設・改修を含
む。）

⼤分類 ⼤分類１ ⼤分類２ ⼤分類３ ⼤分類４ ⼤分類５ ⼤分類６ ⼤分類９⼤分類７ ⼤分類８ ⼤分類10

※グリーン適格性判断のための参考となる基準およびネガティブな環境効果に関する参考となる例は次⾴以降に⽰す。



グリーン適格性判断のための参考となる基準およびネガティブな環境効果に関する参考となる例

＜法令＞
●国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

※グリーン購⼊法に基づく基本⽅針において、品⽬ごとに、「判断の基準」、「配慮事項」が定められている

●プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
※プラスチック使⽤製品設計指針あり
※今後、プラスチック使⽤製品設計における認定のための製品ごとの基準が設定される予定

＜指針・ガイドライン・⼿引き等＞
●経済産業省「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」、
●プラスチック容器包装リサイクル推進協議会「プラスチック製容器包装の環境配慮設計・ガイドライン」
●家電製品協会「製品アセスメントマニュアルガイドライン」 等

※業界団体等により環境配慮設計に関するガイドライン等が多数発⾏されており、上記はその例であるが、各ガイドライン
等の中に参考となる情報あり。

＜認証等＞
●エコマーク

※第三者機関による認証
※製品ごとにライフサイクルを考えた基準あり

●ISO14021 等
※企業⾃らの環境宣⾔型
※各種要件あり

９ー１環境に配慮した製品を製造する事業等の例（２/２）

⼤分類 ⼤分類１ ⼤分類２ ⼤分類３ ⼤分類４ ⼤分類５ ⼤分類６ ⼤分類９⼤分類７ ⼤分類８ ⼤分類10

論点A︓
参考となる基準は法令のみを対象とするのか、
補助⾦・⺠間認証なども含めるか



９ー１環境に配慮した製品を製造する事業等の例

⼤分類 ⼤分類１ ⼤分類２ ⼤分類３ ⼤分類４ ⼤分類５ ⼤分類６ ⼤分類９⼤分類７ ⼤分類８ ⼤分類10

（参考）「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」の例
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に関して、参照する際の関係法令等は以下の通りとなる。

 法︓国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
 告⽰︓
•環境物品等の調達の推進に関する基本⽅針



９ー１環境に配慮した製品を製造する事業等の例（２/２）

⼤分類 ⼤分類１ ⼤分類２ ⼤分類３ ⼤分類４ ⼤分類５ ⼤分類６ ⼤分類９⼤分類７ ⼤分類８ ⼤分類10

（参考）「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等
の調達の推進に関する基本⽅針」における基準の例

本⽅針では、特定調達品⽬の分野・品⽬として、22分野287品⽬が定められている。
287品⽬ごとに、数値あるいは定性的な基準および配慮事項が定められている。

特定調達品⽬︓
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各分類に関係する
法令・計画・制度・基準等の整理に係る⽅向性について

対応の⽅向性（案）

 グリーンリストとは別に、⼤分類ごとに参照しうる情報サイト（関係府省のHP等）の⼀覧を整備し、案件の組
成をする際などの参照資料としてもらうことでどうか。

 全ての分野について網羅的に情報の収集を⾏うのではなく、情報の整理がより有効と思われる特定の分類につい
て、関係省庁から情報収集をして参考資料を作成していくことでどうか。

 来年度以降も含め、引き続き⻑期的に作業・検討を進めていくことでどうか。

整理作業を踏まえた気付き・論点
• 分類ごとに関係する法令等の量は異なり、参照できる法令等が少ない分類もある。
• 参照できる法令等が膨⼤である分類は、グリーンリストで網羅的に整理することは困難ではないか。
• グリーンリストにおいて網羅的に整理する必要性は乏しいのではないか。⼀定以上の情報とする場合、どこまでを整理すべきか。
• グリーンリストを使⽤する者が実際に必要とする参考情報とは何か。
• 分類ごとの関係する法令等の数の違いが分かるだけでも参考になるのではないか。
• 分類ごとの情報量の多寡、情報の⼊⼿しやすさの違いを踏まえて、情報の整理がより有効と思われる分類はあるか。
• 政策・技術動向の変化を踏まえて、定期的な内容の更新・管理が必要ではないか。（法令等は⽇々新設・改廃が⾏われているとこ

ろ、グリーンリストに具体的な基準等を書き込んだ場合、更新のタイミング次第で廃⽌された基準等がグリーンリストに掲載され
ていることで、誤った参照がされてしまうおそれがある。）

• 短期・頻回の更新が不要となるよう、制度所管省庁の情報サイトHPを掲載することも有効ではないか。
• 本検討課題の作業量・他の検討課題の優先度も踏まえて、どのように作業⽅針・スケジュールを考えるべきか。


